
 

香 港 に お け る 特 許 の 保 護  
 
 
特 許 と は 何 か  
 
特 許 と は 、あ る 発 明 に つ い て 、そ の 発 明 者 に 付 与 さ れ る 専 有 の 権

利 で あ る 。新 規 性 が あ り 創 造 性 を 含 む 発 明 で あ っ て 、工 業 に 利 用

が で き 、 か つ 類 例 の な い 発 明 で あ れ ば 、 香 港 に お い て 登 録 さ れ 、

特 許 と な る 。特 許 所 有 者 は 、特 許 に よ り 付 与 さ れ る 法 律 上 の 権 利

を 行 使 し 、特 許 発 明 を 他 人 が 製 造 、使 用 、販 売 、ま た は 輸 入 す る

こ と を 禁 じ 、 こ れ に よ り そ の 特 許 発 明 を 保 護 す る こ と が で き る 。 
 
 
特 許 登 録 の 地 域 的 保 護  
 
香 港 に お け る 特 許 登 録 制 度 は 、地 域 的 な 保 護 を 提 供 す る 。あ る 特

許 が 中 国 知 識 産 権 局 も し く は そ の 他 の 国 や 地 域 の 特 許 登 録 機 関

に お い て 登 録 さ れ て い た と し て も 、こ れ が 香 港 に お い て 自 動 的 に

保 護 さ れ る こ と は な い 。香 港 に お け る 特 許 の 保 護 を 受 け る 場 合 は 、

必 ず 香 港 の 『 特 許 条 例 』 (第 514 章 )及 び 『 特 許 （ 一 般 ） 規 則 』 (第
514C 章 )に 基 づ い て こ れ を 登 録 し な け れ ば な ら な い 。  
 
 
な ぜ 特 許 登 録 の 出 願 が 必 要 な の か  
 
特 許 を 登 録 す れ ば 、当 該 発 明 を 専 有 す る 権 利 を 持 つ こ と が で き る 。

い ず れ か の 者 が そ の 業 務 の 過 程 ま た は 運 用 に お い て 、権 利 者 の 同

意 を 得 ず に 香 港 で 当 該 特 許 を 使 用 し た 場 合 は 、権 利 侵 害 行 為 と し

て 法 的 手 段 を 講 じ る こ と が で き る 。  
 
 
標 準 特 許 と 短 期 特 許  
 
香 港 に は 次 の 2 種 類 の 特 許 が あ る  

•  標 準 特 許  
•  短 期 特 許  
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標 準 特 許 の 有 効 期 間 は 最 長 2 0 年 と し 、 3 年 が 経 過 し た 後 は 、 毎

年 更 新 し な け れ ば な ら な い 。短 期 特 許 の 有 効 期 間 は 最 長 8 年 と し 、

4 年 が 経 過 し た 後 に 1 回 更 新 し な け れ ば な ら な い 。   
 
 
特 許 登 録 出 願 書 の 提 出  
 
特 許 を 登 録 す る 場 合 は 出 願 書 に 記 入 し 、香 港 の 書 類 送 付 先 住 所 を

記 載 し て 、香 港 特 別 行 政 区 政 府 知 的 財 産 権 局 特 許 登 録 所 に 送 付 す

る 。標 準 特 許 の 出 願 手 続 は 2 段 階 に 分 か れ て お り 、各 段 階 で の 出

願 費 用 と し て 380 香港ド ル と 公 開 手 数 料 6 8 香 港 ド ル を 納 付 す る 。

短 期 特 許 の 場 合 は 出 願 費 用 755 香港ド ル と 公 開 手 数 料 6 8 香 港 ド

ル を 納 付 す る 。特 許 登 録 出 願 書 の 様 式 及 び 費 用 に つ い て の 詳 細 資

料 は 、以 下 の 香 港 特 別 行 政 区 政 府 知 的 財 産 権 局 の ウ ェ ブ サ イ ト を

参 照 し て く だ さ い 。  
( h t t p : / / w w w . i p d . g o v . h k / c h i / f o r m s _ f e e s / p a t e n t s . h t m )。  
 
標 準 特 許 の 出 願  
 
香 港 で の 標 準 特 許 の 審 査 は 、 次 の 3 つ の 特 許 局 （ 以 下 、「 指 定 特

許 当 局 」 と い う ） に よ る 特 許 登 録 を 元 と す る 。  
 

•  中 華 人 民 共 和 国 国 家 知 識 産 権 局  
•  欧 州 特 許 庁 （ イ ギ リ ス を 指 定 し た 特 許 ）  
•  イ ギ リ ス 特 許 庁  

 
標 準 特 許 の 出 願 手 続 き は 記 録 請 求 と 登 録・承 認 請 求 の 2 段 階 に 分

か れ て お り 、出 願 人 は 、次 の 期 限 ま で に 関 係 す る 請 求 書 を 提 出 し

な け れ ば な ら な い 。  
 

•  指 定 特 許 当 局 が 特 許 出 願 （ 以 下 、「 指 定 特 許 出 願 」 と い う ）

を 公 開 し た 日 か ら 6 ヶ 月 以 内 に 、 香 港 で 記 録 請 求 を 提 出 す

る 。  
•  指 定 特 許 当 局 が 特 許 し た （ 以 下 、「 指 定 特 許 」 と い う ）、 ま

た は 香 港 特 別 行 政 区 政 府 知 的 財 産 権 局 特 許 登 録 所 が 記 録 請

求 を 公 開 し た 日 か ら （ 両 者 の う ち 遅 い ほ う を 基 準 と す る ） 6
ヶ 月 以 内 に 、 香 港 で 登 録 ・ 承 認 請 求 を 提 出 す る 。  

 

http://www.ipd.gov.hk/chi/forms_fees/patents.htm
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短 期 特 許 の 出 願  
 
香 港 で の 短 期 特 許 は 、国 際 的 な 審 査 主 務 官 庁 の 1 つ 、ま た は 指 定

特 許 当 局 の 1 つ が 作 成 し た 報 告 書 を 基 本 と す る 。香 港 で 短 期 特 許

を 出 願 す る 場 合 は 、短 期 特 許 の 審 査 請 求 を 提 出 し 、こ れ を 補 う た

め に 必 要 な 文 書 と 資 料 を 提 出 す る 。関 係 文 書 と 資 料 の 詳 細 に つ い

て は 、以 下 の 香 港 特 別 行 政 区 政 府 知 的 財 産 権 局 の ウ ェ ブ サ イ ト を

参 照 し て く だ さ い 。  
http://www.ipd.gov.hk/chi/intellectual_property/patents/how_to_apply.
htm  
 
 
特 許 登 録 所 は 特 許 登 録 出 願 を ど の よ う に 処 理 す る の か  
 
特 許 出 願 の 審 査 手 続 き は 次 の 段 階 か ら な る 。  
•  提 出 日 に つ い て の 審 査  
•  形 式 に つ い て の 審 査  
•  関 係 す る 特 許 の 出 願 公 開 ま た は 特 許 を し 、特 許 証 明 書 を 発 行

す る （ 標 準 特 許 の 登 録 ・ 承 認 請 求 、 並 び に 短 期 特 許 の 出 願 の

み に 適 用 さ れ る ） 。  
 

標 準 特 許 の 出 願  –  記 録 請 求  
出 願 内 容 に 不 足 が な く 、登 録 適 格 で あ れ ば 、全 手 続 き 過 程（ 特

許 登 録 所 が 記 録 請 求 を 受 理 し て か ら 関 係 特 許 の 出 願 を 公 開

す る ま で ） に 必 要 な 期 間 は 最 短 3 ヶ 月 で あ る 。  
 
標 準 特 許 の 出 願  –  登 録 ・ 承 認 請 求  
出 願 内 容 に 不 足 が な く 、登 録 適 格 で あ れ ば 、全 手 続 き 過 程（ 特

許 登 録 所 が 登 録 ・ 承 認 請 求 を 受 理 し て か ら 特 許 証 明 書 が 発 行

さ れ る ま で ） に 必 要 な 期 間 は 最 短 3 ヶ 月 で あ る 。  
 
短 期 特 許 の 出 願  
出 願 内 容 に 不 足 が な く 、登 録 適 格 で あ れ ば 、全 手 続 き 過 程（ 特

許 登 録 所 が 短 期 特 許 の 出 願 を 受 理 し て か ら 特 許 証 明 書 が 発 行

さ れ る ま で ） に 必 要 な 期 間 は 最 短 3 ヶ 月 で あ る  
 
 
 

http://www.ipd.gov.hk/eng/intellectual_property/patents/how_to_apply.htm
http://www.ipd.gov.hk/eng/intellectual_property/patents/how_to_apply.htm
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第 一 段 階 － 提 出 日 に つ い て の 審 査  
 
特 許 登 録 所 は 出 願 書 を 受 領 後 、出 願 人 に 対 し て 遅 滞 な く そ の 出 願

書 の 提 出 日 を 通 知 す る 。  
 
標 準 特 許 の 出 願  –  記 録 請 求 ： 提 出 日  
 
出 願 人 は 、記 録 請 求 に お い て そ の 氏 名 ま た は 名 称 を 明 記 し 、指 定

特 許 出 願 で あ る 旨 を 注 記 し 、指 定 特 許 出 願 コ ー ド 、出 願 公 開 コ ー

ド 、及 び 公 開 日 を 明 記 し た 後 、特 許 登 録 所 が 記 録 請 求 に つ い て 提

出 日 を 設 定 す る 。  
 
標 準 特 許 の 出 願  –  登 録 ・ 承 認 請 求 ： 提 出 日  
 
出 願 人 は 、登 録 ・ 承 認 請 求 に お い て 自 身 の 身 分 を 明 ら か に し 、指

定 特 許 で あ る 旨 を 注 記 す る と も に 、記 録 請 求 の 公 開 コ ー ド 、指 定

特 許 の 公 開 コ ー ド 、 及 び 公 開 日 を 明 記 し た 後 、 特 許 登 録 所 が 登

録 ・ 承 認 請 求 つ い て の 提 出 日 を 設 定 す る 。  
 
短 期 特 許 の 出 願 ： 提 出 日  
 
出 願 人 は 、短 期 特 許 の 出 願 書 に 氏 名 ま た は 名 称 及 び 発 明 に 関 す る

説 明 を 記 載 し た 後 、特 許 登 録 所 が 短 期 特 許 の 出 願 に つ い て の 提 出

日 を 設 定 す る 。  
 
 
第 二 段 階 － 形 式 に つ い て の 審 査  
 
特 許 登 録 所 は 出 願 人 に 提 出 日 を 通 知 し た 後 、出 願 の 形 式 審 査 を 行

う 。形 式 審 査 と は 、出 願 書 で 定 め る 資 料 及 び 文 書 に つ い て の 審 査

で あ る 。特 許 登 録 所 は 、出 願 の 実 質 的 な 審 査（ 例 え ば 関 係 す る 特

許 の 新 規 性 及 び 創 造 性 に つ い て ）、ま た は 登 録 さ れ て い る 特 許 に

つ い て の 記 録 を 再 度 審 査 は 行 わ な い 。  
 
出 願 が 形 式 不 適 格 と な っ た 場 合 、特 許 登 録 所 は 出 願 人 に 2 ヶ 月 内

に 不 足 箇 所 を 是 正 す る よ う 通 知 す る 。出 願 人 が 期 日 ま で に こ れ ら

の 不 足 箇 所 を 是 正 で き な い 場 合 、そ の 出 願 は 取 り 下 げ ら れ た も の

と み な さ れ る 。  
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第 三 段 階 － 公 開 と 審 査  
 
出 願 が 形 式 適 格 と な っ た 場 合 、特 許 登 録 所 は 関 係 す る 特 許 出 願 を

公 開 し 、 ま た は 特 許 し 、 香 港 知 的 財 産 権 公 報 （ U R L :  
http://www.ipd.gov.hk/chi/ip_journal.htm）に 当 該 特 許 の 出 願 ま た は

特 許 の 公 告 を 登 載 す る と も に 、特 許 証 明 書 を 発 行 す る（ 標 準 特 許

の 登 録 ・ 承 認 請 求 、 並 び に 短 期 特 許 の 出 願 の み に 適 用 さ れ る ） 。 
 
通 常 の 場 合 、 出 願 人 は 出 願 書 を 提 出 し て か ら 3ヶ 月 以 内 に 特 許 証

明 書 を 取 得 す る こ と が で き る（ 登 録 ・ 承 認 請 求 、並 び に 短 期 特 許

の 出 願 の み に 適 用 さ れ る ） 。 特 許 権 者 は 、 特 許 証 明 書 の 取 得 後 、

そ の 特 許 を 侵 害 す る 行 為 に 対 し て 民 事 訴 訟 を 提 起 す る こ と が で

き る 。  
 
提 言  －  香 港 お よ び 中 国 本 土 で 特 許 を 保 護 す る に は ど の よ う な

対 策 を 講 じ る べ き か  
 
特 許 を 保 護 す る た め に は 次 に 掲 げ る 対 策 を 検 討 す る こ と が で き

る 。  
 
•  特 許 を 所 有 す る 者 の み が 、そ の 発 明 の た め に 特 許 登 録 を 出 願

す る 権 利 を 有 す る も の と す る 。 他 人 に 特 許 の 創 作 を 委 託 し 、

も し く は 雇 用 契 約 に よ り 、 他 人 に 特 許 の 創 作 を 依 頼 し 、 も し

く は 特 許 の 譲 渡 を 受 け た 者 は 、い ず れ も 当 該 特 許 の 所 有 権 を

取 得 し 、 特 許 の 所 有 者 と な る こ と が で き る 。  
 
•  新 規 の 発 明 の み を 登 録 で き る も の と す る 。出 願 者 は 相 応 の 指

定 特 許 の 出 願 書 ま た は 短 期 特 許 の 出 願 書 を 提 出 す る ま で 発

明 の 秘 密 を 保 持 し な け れ ば な ら な い 。出 願 書 を 提 出 す る 前 に 、

出 願 者 の 発 明 を 使 用 し て 製 品 を 製 造 し 、ま た は こ の 発 明 を 発

表 も し く は 公 開 し た 場 合 （ 例 え ば 、 カ タ ロ グ に お い て 発 表 さ

れ た 、 ま た は 当 該 発 明 製 品 の 製 造 が 発 注 さ れ た ） は 、 そ の 発

明 が 登 録 さ れ た と し て も 、 失 効 し た も の と み な さ れ る 。 こ れ

は 、 出 願 書 提 出 の 当 日 に お い て 、 出 願 者 の 特 許 が 新 規 の 発 明

と は 見 な さ れ な い こ と に よ る 。   
 

http://www.ipd.gov.hk/chi/ip_journal.htm
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•  例 と し て は 少 な い が 、発 明 の 新 規 性 が 公 開 に よ り 損 な わ れ な

い 場 合 が あ る 。 香 港 の 『 特 許 条 例 』 第 9 5 条 及 び 1 0 9 条 で は

損 害 性 を 伴 わ な い 開 示 に つ い て の 具 体 的 な 状 況 と 要 件 に つ

い て 定 め て い る 。 登 録 出 願 書 を 提 出 す る 前 に 、 発 明 の 詳 細 内

容 を 開 示 す る 必 要 が あ る 場 合 は 、発 明 が 開 示 に よ り 新 規 性 を

喪 失 す る こ と が な い よ う 、あ ら か じ め 専 門 家 の 意 見 を 聴 取 す

べ き で あ る 。  
 

•  本 土 の 特 許 登 録 お よ び 保 護 の 制 度 は 香 港 と 同 じ で は な い た

め 、 両 地 域 で そ れ ぞ れ 特 許 登 録 を す る 。 本 土 の み で 登 録 さ れ

た 特 許 は 、 自 動 的 に 香 港 で も 保 護 さ れ る こ と は な い 。  
 
•  業 務 に お い て 当 該 発 明 を 使 用 で き 、い か な る 権 利 侵 害 行 為 に

対 し て も 即 時 に 行 動 が お こ せ る よ う に す る た め に 、極 力 早 い

時 期 に 発 明 を 登 録 す べ き で あ る 。  
 
•  香 港 内 に 自 ら の 特 許 を 侵 害 し て い る 者 が い る 場 合 は 、『 特 許

条 例 』 に 基 づ き 即 時 に 行 動 を 起 こ す こ と が で き る  
 
•  重 要 な こ と は 、 商 標 、 著 作 権 、 意 匠 登 録 、 ま た は 特 許 な ど の

知 的 財 産 権 に お け る 各 種 の 権 益 に つ い て 、知 的 財 産 権 を 専 門

と す る 弁 護 士 ま た は 代 理 人 の 専 門 的 な 意 見 を 聞 き 、商 品 ま た

は サ ー ビ ス に 対 す る 保 障 を 得 る べ き と い う こ と で あ る  
 
 
オ ン ラ イ ン 検 索  
 
知 的 財 産 権 局 は 無 料 の オ ン ラ イ ン 検 索 サ ー ビ ス を 提 供 し て お り

（ U R L： http://ipsearch.ipd.gov.hk）。 こ の サ ー ビ ス に よ り 、特 許 登

録 、公 開 さ れ て い る 特 許 出 願 、特 許 権 者 ま た は 会 社 の 資 料 を 閲 覧

す る こ と が で き る  
 
 
電 子 提 供 サ ー ビ ス  
 
知 的 財 産 権 局 の 電 子 提 供 シ ス テ ム に よ り 提 供 さ れ る 特 許 書 類 を

使 用 し よ う と す る 場 合 は 、ま ず 知 的 財 産 権 局 の 電 子 サ ー ビ ス ユ ー

ザ ー に 登 録 し な け れ ば な ら な い 。電 子 サ ー ビ ス ユ ー ザ ー は す べ て 、

http://ipsearch.ipd.gov.hk
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文 書 の 宛 先 と な る 香 港 の ア ド レ ス 及 び 香 港 の 許 認 可 機 関 が 交 付

し た 電 子 証 書 を 保 有 し て い な け れ ば な ら な い 。電 子 提 供 サ ー ビ ス

に 関 す る 資 料 に つ い て は 、下 記 の 知 的 財 産 権 局 の ウ ェ ブ サ イ ト を

参 照 し て く だ さ い 。（ https://iponline.ipd.gov.hk）。  
 
 
関 係 ウ ェ ブ サ イ ト  
 

 出 願 書 及 費 用 に つ い て の 詳 細 資 料

( h t t p : / / w w w. i p d . g o v. h k / c h i / f o r m s _ f e e s / p a t e n t s . h t m ) 
 

 関 係 文 書 と 資 料 に つ い て の 詳 し い 情 報  
( h t t p : / / w w w. i p d . g o v. h k / c h i / i n t e l l e c t u a l _ p r o p e r t y / p a t e n t s /
h o w _ t o _ a p p l y. h t m ) 
 

 香 港 知 的 財 産 権 公 報  
 ( http://www.ipd.gov.hk/chi/ip_journal.htm) 
 

 オ ン ラ イ ン 検 索 サ ー ビ ス  
 ( http://ipsearch.ipd.gov.hk) 
 

 電 子 提 供 サ ー ビ ス  
( h t t p s : / / i p o n l i n e . i p d . g o v. h k ) 

 

https://iponline.ipd.gov.hk
http://ipsearch.ipd.gov.hk
http://www.ipd.gov.hk/chi/ip_journal.htm
http://www.ipd.gov.hk/chi/forms_fee/patents.htm
http://www.ipd.gov.hk/eng/intellectual_property/patents/how_to_apply.htm
http://www.ipd.gov.hk/eng/intellectual_property/patents/how_to_apply.htm
https://iponline.ipd.gov.hk
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さ ら に 詳 し い 資 料  
 

ご 相 談 、ま た は さ ら に 詳 し い 資 料 を 必 要 と す る 場 合 は 、特 許 登 録

所 に お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 連 絡 先 は 次 の と お り で す 。  
 
香 港 特 別 行 政 区 湾 仔  
皇 后 大 道 東 2 1 3 号 （ ク イ ー ン ズ ロ ー ド ・ イ ー ス ト 2 1 3 号 ）  
胡 忠 大 厦 2 4 号 （ ウ ー テ ュ ン ハ ウ ス 2 4 階 ）  
知 的 財 産 権 局  
 
電 話 ： (852) 2961 6901 
 
E -メ ー ル で の 問 い 合 わ せ は enquiry@ipd.gov.hk まで。  
ま た は 知 的 財 産 権 局 の ウ ェ ブ サ イ ト http:/ /www.ipd.gov.hk/ まで。 
 
香 港 特 別 行 政 区 政 府 知 的 財 産 権 局  
2 0 0 6 年 8 月  
香 港 特 別 行 政 区 政 府 2006 
 
重 要 注 意 事 項  
 
本 書 は 香 港 の 特 許 保 護 の 概 要 を 紹 介 し た も の で あ り 、そ の 内 容 は

詳 細 を 網 羅 し た も の で は な く 、さ ら に 法 律 意 見 と み な す こ と は で

き な い 。特 許 保 護 に 関 す る 法 律 意 見 を 求 め る 場 合 は 、知 的 財 産 権

を 専 門 と す る 弁 護 士 ま た は 代 理 人 の 専 門 的 な 意 見 を 求 め ら れ た

い 。  
 
版 権 の 所 有  
 
形 式 の 如 何 に 関 わ ら ず 、商 業 目 的 で な く 、本 文 の 内 容 を 複 製 、配

付 、ま た は 展 示 す る 場 合 は 、作 品 に 以 下 の 告 示 を す れ ば 、事 前 に

香 港 特 別 行 政 区 政 府 に 申 請 す る 必 要 は な い 。  
 

 
本 資 料 は『 香 港 に お け る 特 許 の 保 護 』2006 を 転 載 し た も の で

あ り 、 香 港 特 別 行 政 区 政 府 の 承 諾 を 得 て 使 用 し て い ま す 。  
 

 

mailto:enquiry@ipd.gov.hk
http://www.ipd.gov.hk

